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   「排水設備」とは、法的には下水道を使用する方の「私的設備としてその責任におい

  いて適正に設置すべきもの」と規定しています。

   しかしながら、設置に関しては種々の規定や規制があり、また排水設備の工事には専

  門的な技術が伴うなど、個人施工は難しく工事業者に依頼するのが一般的です。

   「指定工事店制度」は、一定の要件（公的規制の熟知・工事を適正に施工し得る専門

  的技術を有している・工事を誠実に履行できる社会的経済的信用など）を有する工事業

  者を町長があらかじめ指定し、設置義務者を保護しようとするものです。

   また、工事業者を指定することにより町長は常に、指定した工事業者を監視し、必要

  に応じて指導を行うことになります。

   指定工事店は、公共下水道の普及促進のうえで重要な一翼を担うとともに、工事を請

  け負うことにより次のような義務を負うことになります。

   １．工事の依頼があった場合、正当な理由がない限りこれを拒否してはならない。

   ２．工事の着手は、当該工事の確認通知を受けた後とし、無断着工は厳に慎むこと。

     また、工事は誠実に行うとともに着手後は速やかに工事を完成させること。

   ３．名義を第三者に貸与したり、請け負った工事を第三者に請け負わせてはならない。

   ４．工事の設計・申請・監理監督及び、完了検査の立ち会いは責任技術者がこれを行

    わなければならない。

   ５．工事完了後１年以内に異常が生じた場合には、その責任を負うこと。

指 定 工 事 店 の 意 義

指 定 工 事 店 の 義 務
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§１．排水設備等の新増設・改築計画確認申請

１．排水設備等工事の依頼があった場合は、速やかに対応し工事関係人（設置義務者・使用者・

  土地所有者・家屋所有者）に対し、手続きの方法・工事内容及び工事期間・工事金額等を明

  確に説明すること。

２．現地を十分に調査し、適正な設計を行うこと｡

３．工事の確認申請にあたっては、次によること。

   Ａ．「排水設備計画確認申請書（様式第３号）」      ２部提出

   Ｂ．「排水設備等工事調書  （様式第５号）」      １部提出

      ・ 工事調書は、コピーに着色したもので可

       ・ 家屋の新築に伴う工事費の積算は省略できる。

   Ｃ．関係法令等の規定による協議・届出・許可が伴う場合の確認申請は次による。

      ・ 利府町下水道条例に定める除害施設の設置が伴う場合は、別に定める「水質

       事前協議」の協議終了後に受付を行う。

      ・ 下水道法に定める特定事業場の場合は､「特定施設設置届」の受理後に受付を

       行う。

      ・ 下水道法並びに利府町下水道条例に定める「物件設置（占用）許可」が伴う場

       合は、許可後に受付を行う｡

   Ｄ．土地形状等の事情により排水設備を共同で設置する場合は、関係人と十分に協議を行

    うとともに次の書類を添付すること。

      ・ 排水設備を共同で設置しなければならない理由書（書式は自由）

      ・ 当事者相互間で取り交わした、土地の承諾．維持管理．権利の継承に関する書

       類（覚書．確約書など）

      ・ その他必要と認める書類

   Ｅ．確認申請書の提出は、工事着手予定日の一週間前までに終了すること。

§２．水洗便所改造資金融資斡旋制度

１．対象者

   融資斡旋の対象者は、公共下水道処理区域内の住宅の所有者又は、占用者（所有者の同意

  が必要）で次のすべてに該当する方。

   Ａ．当該工事は、一般住宅並びに賃貸住宅の「汲み取り式便所を公共下水道に接続された

    水洗式便所」に改造するものであること。

   Ｂ．融資斡旋の申請者は、町税を滞納していないこと。

  Ｃ．融資斡旋の申請者は、融資資金の償還能力を有していること。

   Ｄ．保証人は利府町居住者で町税を滞納していない方。
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     ただし、利府町内に保証人となる方がいない場合は次による。

① 仙台市、塩竈市、多賀城市、七ケ浜町及び松島町に住所を有している方又は、

勤務先の上司。

     ② いずれの場合も住民税を滞納していないこと。

   Ｅ．申請者の償還能力及び保証人に係る認定は、融資斡旋取扱金融機関によりその扱いに

    相違があるので注意を要す。

２．融資斡旋取扱金融機関は次のとおり。

Ａ．仙台農協共同組合利府支店

Ｂ．七十七銀行利府支店、塩釜支店、塩釜西支店、築港支店、北浜支店

Ｃ．仙台銀行利府支店

Ｄ．東北労働金庫塩釜支店

Ｅ．杜の都信用金庫営業部、栄町支店、玉川支店、北支店、多賀城支店、岩切支店

Ｆ．荘内銀行ジャスコ利府支店（※年中無休で１９：００まで営業）

３．申請手続き

   水洗便所改造資金融資斡旋申請は、指定工事店が代行しなければならないので手続き方法

  について熟知すること。

   以下にフローを示す。
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融資斡旋申請手続きフロー

１．排水設備指定工事店選定

  と工事請負契約の締結

２．融資手続きの依頼

３．工事請負契約の締結

４．手続きの説明

           

５．保証人の依頼

６．関係書類の準備

７．排水設備計画確認申請書

  の提出

８．排水設備計画確認申請書

  副本の返却

           

１０．水洗便所改造資金融資

   斡旋申請を指定工事店

   に代行依頼

  ○申請者

    ・申請書      １通

    ・納税証明書  １通

    ・借家人は念書  １通

  ○保証人

    ・納税証明書    １通

９．工事着手

１１．水洗便所改造資金融資

   斡旋申請を下水道課へ １２．申請の受付

１３．事前審査

１４．受理

           

１５．工事の完成

１６．完了届の提出

１８．完了検査の受検

１９．検査の合格

１７．完了届の受理及び、完

   了検査の指示

           

２０．検査済証の交付

２１．融資斡旋決定通知書の

   発行

           

２２．融資斡旋取扱金融機関

   に融資斡旋の申込み

○必要書類

  ・融資斡旋決定通知書

  ・工事検査済証

  ・印鑑（保証印も含む。）

  ・印鑑証明書     １通

     （保証人も含む。）

  ・印紙代

＊印鑑証明書の有効期間は、発行日から３ケ月。

２３．元金返済の開始 ２４．金融機関に利子補給

融資申請者 指定工事店 利府町上下水道課



〓第１章 排水設備等工事に係る事務手続き〓

－5－

§３．公共下水道使用開始届について

  公共下水道使用「開始」：「休止」：「廃止」届は、利府町下水道条例第１０条第２項みなし規

定により簡略できるので次により取り扱うこと。

    利府町下水道条例第１０条第２項

（使用開始等の届出）

第１０条 使用者が公共下水道の使用を開始し、休止し、若しくは廃止し、又

  は現に休止しているその使用を再開したときは、当該使用者は遅滞なくその

  旨を町長に届け出なければならない。

２ 前項に規定する使用者が、利府町水道事業給水条例の規定に基づく、当該

  水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、当該届出をもって

  前項の届出があったものとみなす。

■ 水道事業管理者に水道の使用開始等の届出をしたときは、公共下水道使用「開

始」：「休止」：「廃止」の届出は必要ない。

      ただし、水洗改造に伴う下水道使用開始の場合は､「公共下水道使用開始届」を提出す

   ること。

§４．公共下水道使用水量等報告書について

  排水設備等の工事が完成し、公共下水道の使用を開始した場合は次により「公共下水道使用

水量等報告書」を提出しなければならない。

  Ａ．水洗改造工事物件

    「公共下水道使用開始届」（条例様式第１９号）及び、「公共下水道使用水量等報告書」

（別紙様式）

  Ｂ．上記以外の工事物件

    「公共下水道使用水量等報告書」（別紙様式１）のみ
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使用開始届・使用水量等報告書・料金徴収フロー

ケース１：新築等（一般的なケース）

                      居住の開始

                       

                          

                        水道使用料・下水道使用料金賦課

ケース２：新築等（建売物件）

                      

                       

                          

               閉栓

                                   水道使用料・

                                   下水道使用料

                                   金賦課

             ★使用開始年月日欄に

              「給水停止」と記入

上下水道工事

完    成

水道検査完了

水道使用開始

届提出

下水道使用水

量等報告書提

出

上下水道工事

完    成

水道検査完了

水道使用開始

届提出

下水道使用水

量等報告書提

出

水道給水停止

届提出

居住の開始

水道使用開始

届提出
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ケース３：新築等（水道完了検査前に居住開始した場合）

            居住の開始

                       

                水道臨時料金         水道通常料金

                    

                        下水道使用料金賦課

★ 指定工事店は、居住開始日（下水道使用開始日）における水道メーター指針並びに、

水道検査実施日における水道メーター指針を確認しその差異を下水道使用水量として

報告する｡

ケース４：汲取り式便所を水洗改造した場合

               居   住   中

   水道料金賦課中             （口径変更によっては基本料金変更）

                       

                               下水道使用開始日とは、

                               工事の完成日にとらわ

                               れず、実際に使用を開

                               始した日とする。

                    

                           下水道使用料金賦課

上下水道工事

完    成

水道検査完了

水道使用開始

届提出

下水道使用水

量等報告書提

出

水道ﾒｰﾀｰ指針

確    認

上下水道工事

完成・下水道の

使用開始

下水道使用開

始届（条例様

式）提出

水道ﾒｰﾀｰ指針

確    認

下水道使用水

量等報告書提

出
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別紙様式１

                公共下水道使用水量等報告書

                                                          平成  年  月  日

公共下水道の使用開始を確認したので、下記のとおり報告します。                       

排水設備設置場所
                        字

  利府町              丁目              （    号室）

使 用 者

（料金支払者）

住

所

氏

名

確 認 番 号 平成   年度  第   号 排水設備番号 第    号

排 水 設 備 工 事 の

完 了 日
平成  年  月  日 完了 水道メーター番号

下 水 区 分

（使用水の区分）

1 上水のみ    2 上水＋井戸    3 井戸のみ

4 その他（             ）

公 共 下 水 道 の

使 用 開 始 年 月 日
平成   年   月   日

この日の水道メーター指針 ｍ3

この日の水道以外のメーター指針 ｍ3

排 水 工 事 の 完 了

検 査 実 施 年 月 日
平成   年   月   日

この日の水道メーター指針 ｍ3

この日の水道以外のメーター指針 ｍ3

使用水量のうち、

下水道に流入しない

水量

有 ・ 無
※有の場合は下記欄に記入

（有の場合）メーター指針

下水道使用開始時点 排水工事検査実施時点

※ ｍ3 ｍ3

※ ｍ3 ｍ3

報  告  者

指定工事店名

メーター指針の確認者                     印

＊ 本票は、水道メーター番号及び使用者（料金支払者）ごとに作成してください。

新規利用者データー処理票

申 請 形 態

【新設】１・２・Ａ・Ｂ 排 水 設 備 番 号

【新設】３・４・５ 水 栓 番 号

【増設】６   【改築】７ 公 告 年 月 日 ＳＨ   年   月   日

処 理 区 分
利府・塩釜 第   処理分区

（ 利府・利府    ）

供用開始年月日 ＳＨ   年   月   日

水 洗 化 年 月 日

（使用開始日）
Ｈ   年   月   日

上 下 区 分 1 上下水道課 直 近 の

水 道 検 針

自 ・ ・ メーター指針

ｍ3

排 水 区 分

1 一般排水 至 ・ ・

2 工場排水 下水道使用開始日メーター検針 ①     ｍ3

3 特定排水 第１回下水道使用量(  月分) ｍ3

本票の収受 料金担当への送付 料金担当の受領 水道収納SYSデータ入力

収受印 受領者 送 付 日 受 領 日 入 力 日

・   ・ ・   ・ ・   ・

送 付 者 受 領 者 入 力 者 入力確認者
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排水設備（宅地内排水設備）は、① 建物内に設置する「屋内排水設備」と ② 建物外に設

置する「屋外排水設備」とに大別されるが、本章では主に屋外排水設備について示す。

§１．基本的事項

１．設  計

   Ａ．排水設備は単独で設置することを原則とする｡

     ただし、地形的に単独で設置することが不可能あるいは、困難である場合又は、経済

    的に著しく不利益を生ずる場合には上下水道課工務班との協議により共同設置すること

ができる。

   Ｂ．排水設備は、土地や建物等からの下水を公共下水道に支障なく、衛生的に排除しかつ

    耐久的で維持管理の容易な構造でなければならない｡

   Ｃ．設計は下水道法、関係法令及び利府町下水道条例に定める「技術上の基準」に従うと

    ともに施工性、経済性並びに維持管理の利便性を十分に考慮すること。

   

２．施  工

   施工に当たっては、現場の状況を十分に把握し適正に行うこと｡

   Ａ．安全管理に必要な措置を講じ、工事関係者または第三者に支障を与えることのないよ

    う事故防止に努める｡

   Ｂ．工事中に事故が発生した場合は関係者、関係機関に連絡するとともに速やかに応急措

    置を講じて、被害を最小限度にとどめること。

§２．事前調査

１．排水設備工事予定箇所が、処理区域として告示されているか確認する。

２．排水設備工事予定箇所の、現地条件（地形．地質．高低差．公共桝の位置．屋内排水設備

の位置．構造物築造の可否．施工性）について十分に調査を行う。

３．設置義務者の意見、要望等を十分に考慮し増改築の将来計画も調査する。

４．土地及び建物の所有者、隣地境界を確認する｡

５．公共桝及び取付管に異常がないか。

６．やむを得ず公共桝を移設あるいは、撤去等をする場合には上下水道課工務班に必要な届出

をすること。

７．既に設置されている排水設備を使用する場合には、それらの構造・規格等十分に調査する

こと。

８．公道及び私道の別

９．雨水の放流状況及び、放流計画を調査検討する。
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§３．設計基準

１．汚水排水管

Ａ．配管経路等

   配管経路の選定に当たっては、事前調査を十分に行い現地条件を把握するとともに、

  次の事項も考慮する。

① 建物・池・樹木等の下は避ける。

② 汚水排水管と雨水排水管が並列する場合は、「上下の平行」を避け原則として汚水排

水管を建物側とする。

  また、交差する場合は汚水排水管を下に配管する。

  

  Ｂ．管径及び勾配

① 排水設備は原則として自然流下で下水を流下させるために適切な管径・勾配にする

必要がある。

  「汚水のみ」を排出する排水管の管径及び勾配は、【表－１】による。

【表－１ 排水管の管径及び勾配】

排水人口（人） 管  径（㎜） 勾              配

１５０未満 １００以上 ２．０／１００以上

１５０以上 ３００未満 １２５以上 １．７／１００以上

３００以上 ５００未満 １５０以上 １．５／１００以上

５００以上 ２００以上 １．３／１００以上

卵形管の使用及び、最小勾配が確保できない場合は上下水道課工務班と協議すること。

② ひとつの建物から排除される汚水の一部を排除する排水管で、次に該当する場合は

最小管径を７５㎜とすることができる。

ⅰ．雑排水を排除する排水管で、管渠延長が３ｍ以内であること。

ⅱ．３／１００以上の勾配を確保できること｡

③ 管内流速は、０．６ｍから１．５ｍ／秒の範囲とする。

  Ｃ．土被り

    排水管の土被りは、原則として２０ｃｍ以上とする｡

    ただし、露出管または特別な荷重がかかる場合は、管種の選定・防護措置等を考慮する

   こと｡

  Ｄ．排水管の桝間布設は直線で行い、原則として曲管の使用はしないこと。

    ただし、土地の形状や建築物・地下埋設物との関係でやむを得ず曲管を使用しなければ

   ならない場合には、上下水道課工務班と協議を行うこと｡
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２．汚水桝

Ａ．汚水桝の設置箇所

   汚水桝は維持管理を考慮しながら、次の箇所に設けること。

① 排水管の「起点」「終点」「会合点」「屈曲点」「管径及び勾配の変化点」

② 排水管の延長は「管渠延長」とし、その内径（または内のり）の１２０倍を超えな

い範囲で維持管理に支障のない箇所。

③ 便所排水が流入する汚水桝は、汚水が上流へ逆流することを防止するため、鋭角

に合流するよう桝を下流側に設置する。

  このような設置ができない場合は、桝内段差を３ｃｍ以上確保すること｡

【表－２ 管径と桝間距離】

管  径（㎜） 桝間距離（管渠延長）

１００ １２ｍ 以内

１２５ １５ｍ 以内

１５０ １８ｍ 以内

２００ ２４ｍ 以内

２５０ ３０ｍ 以内

  Ｂ．汚水桝の材質及び使用規格、構造

① 汚水桝の材質は鉄筋コンクリート、プラスチック等堅固で耐久性及び耐震性・不透

水性を有するものとする。

② 桝蓋は堅固で耐久性を有するものを使用すること。

特に、輪荷重のかかる箇所については十分に考慮すること。

③ 汚水桝の使用規格は次のとおりとする。

    【表－３ 汚水桝の使用規格】

                           深さ＝地表面から桝内下流側管底

内径または内のり 桝 の 深 さ

１５㎝以上３０㎝未満 １００㎝ 以下

３５㎝ １１０㎝ 以下

４０㎝ １２０㎝ 以下

４５㎝ １３０㎝ 以下

５０㎝ １４０㎝ 以下

６０㎝ １５０㎝ 以下

９０㎝ １５０㎝を超える

④ 起点からの排水が流入する桝は「起点桝」「曲点桝」を使用し、「中間桝」を使用し

ての本管側キャップ止めは認めない。

  ただし、将来増設等の排水計画がある場合はこの限りでない。

⑤ 汚水桝としての「掃除口」の代用

屋外排水管の維持管理のため、上記Ａ・Ｂによる汚水桝の設置を原則とするが、次

    に該当する場合は掃除口の代用を認める。

   （確認申請時・変更申請時など、事前に上下水道課工務班と協議することを原則とする。）
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◎補強ｺﾝｸﾘｰﾄ等の防護措置

◎流入する排水管との接続

継手は、大曲90°Y(LT)

を使用する。

◎立管部後の接続継手は、

大曲ｴﾙﾎﾞ(LL90°)を使用

する。

       汚水桝の設置予定箇所が落差のある箇所で、かつ土地の形状・建築物や地下

       埋設物との関係で規格どおりの桝を設置できない場合。

     Ⅰ．掃除口の口径は１００㎜以上を標準とする｡

     Ⅱ．雨水の混入防止及びコンクリート巻き立て等適切な防護措置を講ずる。

      【図－１ 掃除口設置標準図】

    

⑥ インバート

汚水桝の底部には接続する排水管の管径に合わせて半円状の「インバート」を設け

    る。また、桝内の上流管底と下流管底では２㎝程度の落差を設け、インバートにて滑ら

    かにすり付けること。

     標準図は第３章 §２桝の施工【図－４】に示す。

⑦ トラップ

Ⅰ．トラップの設置

   悪臭の防止及び衛生害虫の侵入防止のため、汚水桝に接続する衛生器具には「封

  水上有効な器具トラップ」を設置する｡

   ただし、トラップ封水は種々の要因により破られる場合があるので、適切な構造・

  通気・配管に努めるとともに、次に該当する排水が流入する汚水桝については「ト  

  ラップを有する桝」を設置すること。

  ⅰ． 器具トラップのない器具からの排水

  ⅱ． 器具トラップの設置が困難な器具からの排水
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  ⅲ． トラップ本来の機能がその構造上期待できない器具トラップが設置された器

    具からの排水

  ⅳ． もっぱらの居住を目的としない公共的建物や別荘などで、長期間あるいは継

    続的に使用しないことが予め予想される建物からの雑排水

  ⅴ． 使用頻度の低い器具からの排水

  ⅵ． 汚水の円滑な排水を図るため、「直接配管」をしない排水管からの排水

  ⅶ． 衛生上直接配管が好ましくない機器や器具からの排水

    

    Ⅱ．トラップ桝の構造

      トラップ桝の構造は次のとおりとする。

     ⅰ． トラップの口径は、７５㎜以上とする。

     ⅱ． 封水深は、５㎝～１０㎝とする。

     ⅲ． トラップの材質は、硬質塩化ビニール管等で肉厚は管類の規格に適合するも

       のであること。

     ⅳ． 排水の円滑を図るため、「Ｌ・Ｔ・Ｊ型トラップ」「水封による桝トラップ」「排

       水協会規格トラップ桝」を用い、汚水桝内での「上向きエルボ」は認めない｡

     ⅴ． 小口径トラップ桝（内径150㎜～200㎜）を使用する場合には、維持管理を考

       慮してトラップ上部に内径75㎜以上の掃除口を設置すること。

⑧ ドロップ桝

上下流の落差が大きい場合は、ドロップ桝（底部有孔桝）を使用する。

     なお、汚水桝の設置予定箇所が土地の形状・建築物や地下埋設物との関係で規格どお

    りの桝を設置できない場合は、掃除口の代用や露出配管としてもよい。

    【図－２ ドロップ桝標準施工図】

       

         例：小口径ﾄﾞﾛｯﾌﾟｲﾝﾊﾞｰﾄ桝        ポ  リ  桝

        ★ 立管との接続する継手は、大曲エルボ（ＬＬ90°）を使用する。
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    Ⅰ． 露出配管をする場合は、適切な箇所に掃除口を設けるとともに管防護措置を講

      ずること｡

    Ⅱ． ドロップ桝以降次の桝までの管渠延長が水平距離で３ｍを超える場合は、維持

      管理を考慮しその箇所に汚水桝を設置する。

⑨ 足洗い場の接続

  足洗い場排水の接続は、屋根下など雨水の混入が完全にない場合に限り汚水排水管

に接続できる。（足洗い場に雨樋の排除がないか注意を要す。）

  また、上記でも汚水排水管まで遠い場合は雨水排水管に接続してよい。

３．雨水排水管

  Ａ．管径及び勾配

① 雨水排水管の管径及び勾配は、【表－４】による。

【表－４ 排水管の管径及び勾配】

排水面積（㎡） 管  径（㎜） 勾              配

  ２００未満 １００以上 ２．０／１００以上

  ２００以上  ４００未満 １２５以上 １．７／１００以上

  ４００以上  ６００未満 １５０以上 １．５／１００以上

  ６００以上１，０００未満 １８０以上 １．３／１００以上

１，０００以上１，５００未満 ２００以上 １．２／１００以上

１，５００以上 ２３０以上 １．０／１００以上

② ひとつの建物から排除される雨水を排除する排水管で、次に該当する場合は最小管

  径を７５㎜とすることができる。

ⅰ．管渠延長が３ｍ以内であること。

ⅱ．３／１００以上の勾配を確保できること｡

③ 管内流速は、０．６ｍから１．５ｍ／秒の範囲とする。

  Ｃ．土被り

    排水管の土被りは、原則として２０ｃｍ以上とする｡

    ただし、露出管または特別な荷重がかかる場合は、管種の選定・防護措置等を考慮する

   こと｡

  Ｄ．排水管の桝間布設は直線で行い、原則として曲管の使用はしないこと。

    ただし、土地の形状や建築物・地下埋設物との関係でやむを得ず曲管を使用しなければ

   ならない場合には、上下水道課工務班と協議を行うこと｡

４．雨水桝

Ａ．雨水桝の設置箇所

   雨水桝は維持管理を考慮しながら、次の箇所に設けること。
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① 排水管の「起点」「終点」「会合点」「屈曲点」「管径及び勾配の変化点」

② 排水管の延長は「管渠延長」とし、その内径（または内のり）の１２０倍を超え

ない範囲で維持管理に支障のない箇所。

【表－５ 管径と桝間距離】

管  径（㎜） 桝間距離（管渠延長）

１００ １２ｍ 以内

１２５ １５ｍ 以内

１５０ １８ｍ 以内

２００ ２４ｍ 以内

２５０ ３０ｍ 以内

  Ｂ．雨水桝の材質及び使用規格、構造

① 雨水桝の材質は鉄筋コンクリート、プラスチック等堅固で耐久性及び耐震性・不透

水性を有するものとする。

⑩ 桝蓋は堅固で耐久性を有するものを使用すること。

特に、輪荷重のかかる箇所については十分に考慮すること。

⑪ 雨水桝の使用規格は次のとおりとする。

   

    【表－６ 雨水桝の使用規格】

     会合可能本数は、会合する排水管管径が 100㎜以下の場合を示す

内径または内のり 会 合 可 能 本 数

３０㎝ ３本

３５㎝
４本

４０㎝

４５㎝

５本５０㎝

６０㎝

   ④ 雨水桝の底部には、１５㎝以上の泥溜を設ける。

５．工事価格

   工事費の積算は適正に行うこと。

   また、工事請負契約に際しては工事金額・工事期間・その他工事に関する必要な事項を明

  確に提示しなければならない。

６．工事調書

   工事調書は位置図・平面図・配管立図・その他施工に必要な図面で構成する｡

  Ａ．位置図

    位置図には、申請箇所（排水設備設置箇所）・目印となる付近の建物・町名・番地を記

   入する。
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  Ｂ．平面図

    縮尺は、１：２００以上を標準とするが敷地の規模によっては変更してもよい。

    平面図に記入する記号凡例を【表－８】に示す。

  Ｃ．配管立図

    排水設備を明確にするため、平面図に併せて作成する。

    なお、住居を目的とした一般住宅については記載を省略することができる。

  Ｄ．その他、施工に必要な図面

    グリストラップ・オイルトラップ・排水ポンプ等の設置を伴う場合は、その構造図を添

   付する。

Ｅ．数値基準

   調書に記載する数値の単位及び端数処理は【表－７】のとおりとする。

  【表－７ 調書の数値基準】

種    別 単 位 数 値 基 準 記  載 の 例

管 渠 延 長      ｍ
４㎝以下 → ０

管種． 管径． 勾配．   延長

ＶＵ．１００．2/100．１０．３５

９㎝以下 → ５㎝

管径（呼び径） ㎜ 小数点以下１

勾    配

桝 の 深 さ      ㎝ 整 数
  内径 深さ

  ３０×５２

  【図－３ ドロップ桝の記載例】
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【表－８ 記号凡例】

資 材 名 等 記   号 色 資 材 名 等 記   号 色

鉄筋コンクリート管 ＨＰ

黒

公共下水道人孔部
汚水

赤

雨水

青硬質塩

化ビニ

ール管

一 般 管 ＶＰ 公共下水道本管部

薄 肉 管 ＶＵ
汚

水

桝

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝

赤卵 形 管 ＶＵＥ 塩ビ・ポリ桝

陶       管 ＴＰ ﾄﾞﾛｯﾌﾟ桝

既設・既設管等

赤

雨

水

桝

ｺﾝｸﾘｰﾄ桝
青

新設・新設管等 塩ビ・ポリ桝

取  付  管 足

洗

場

汚水接続 赤

撤  去  管 黒 雨水接続 青

管の交差部
赤

トラップ部    ●

赤

立      管   下     上
便

器

和風大便器

雨      樋 青 両用便器

通  気  管 赤 洋風便器       ◯

継

手

エルボ ＤＬ

黒

小便器

Ｙ管 ＴＹ 流   し   類     ◯

大曲管 ＤＬＬ 浴       槽

ソケット Ｓ 手 洗   い 器

排

水

溝

Ｕ型側溝    Ｕ 洗   面   器

Ｌ型側溝    Ｌ
桝

蓋

軽荷重２ｔ ＭＨＢ

黒暗渠 排水溝    □ 中荷重６ｔ ＭＨＡ

床排水 重荷重20ｔ ＭＨＤ

屋 内 掃 除 口

赤

除

害

施

設

ｵｲﾙﾄﾗｯﾌﾟ   Ｏ Ｔ

赤屋 外 掃 除 口 ｸﾞﾘｽﾄﾗｯﾌﾟ   Ｇ Ｔ

公 共 汚 水 桝 沈澱槽   Ｓ Ｔ

公       道 町道 県道 国道

黒

官 民 境 界 線         

黒専 用 私 道         専私道 民 民 境 界 線         

共 有 私 道         共私道 建 物 の 外 周 線         
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§１．排水管の施工

１．掘  削

  Ａ．掘削は、土質・掘削深さ・作業現場の状況に応じ不陸のないよう直線状にていねいに   

   施工する。

    掘削の結果軟弱等の場合は、砕石置き換え等の地盤対策を実施し、不等沈下防止措置   

   をとる。

  Ｂ．掘削幅は、管径・掘削深に応じて行い、最小でも３０㎝を確保すること。

   

２．砂基礎工は、十分に転圧を行い管が沈下しないようにする。（基礎厚 ｔ＝１０㎝）

３．管布設

  Ａ．管布設は直線状に行い、管中心線・勾配を正確に保ち曲がりやだるみ及び勾配不足にな

   らないように注意する｡

  Ｂ．管の接続は継手を使用し、差込不足にならないよう注意する。

４．埋戻は管布設後に接合部の硬化をまって、管頂１０㎝まで「良質な山砂」で均等に突き固

  めながら入念に埋め戻す。

§２．桝の施工

１．設置箇所の掘削は排水管の掘削に準ずる。

  なお、桝据付施工に必要な余裕幅を確保すること。

２．桝は直接荷重が加わり沈下を起こす恐れがあるので、基礎を施すとともに転圧を十分に

行う｡

  桝上部及び蓋の保護のため、桝の周囲をコンクリートによる巻き立てやレジコン枠にて

防護すること。

３．インバート

Ａ．汚水桝のインバートは半円形とし、表面は滑らかに仕上げインバート肩に汚物が堆積

  することのないよう適切な勾配を設ける。

Ｂ．Ｔ字形に会合するインバートは、下流方向に対し宅内からの流入角度を９０°以下に

  しないこと。

   また、汚水の流れを十分に考慮し「逆流」や「汚物の飛散」がないようにする。

  Ｃ．インバート施工後は管口・排水管内にモルタルの付着や残留物がないことを確認する。

    インバート標準図を【図－４】に示す。

４．目地・管口の仕上げを十分に行い、水密性を確保すること。
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  【図－４ インバート標準図】

☆ (a)は、排水管の配管した場合の

合流例を表している。

☆ (b)は、これのインバート概念図

である。

☆ 屈曲・会合箇所のインバート打

設は、屈曲半径をできるだけ「緩

く」・「長く」して排水の自由な

流下を図る必要があり、そのた

めには(c)図斜線位置に枡のオ

フセットが好ましい。

☆ Ｔ字形等に会合する場合は、流出側

方向のインバート肩に汚物乗上げ

が懸念されるので、肩を管頂高まで

垂直に上げる。

インバート肩は管頂高よりやや低めに

管中心よりやや高めに
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§３．施工のチェック

１．排水は円滑か。管渠内やインバート部に滞留はないか。

２．排水管の蛇行やだるみはないか。

３．管口や目地・インバートの仕上げは適切か。

§４．公共桝の取り扱いについて

公共桝は「下水道排水施設」として管渠や人孔・ポンプ施設等と同様に、利府町公共下水道

管理者による管理物であるので、排水設備等工事の施工に当たっては次の事項に留意すること。

１．基本的には利府町の管理物であるので、建築物の支障になるので撤去したり移設や嵩上

げ等いかなる理由があっても協議と承諾なしでは施工できない。

２．やむを得ず撤去・移設あるいは埋め殺し（以下「撤去等」という。）の必要が生じた場合

は、撤去等の理由を付し次により上下水道課工務班と協議を行うこと。

Ａ．届出の様式は、「公共桝撤去等に係る協議書」（別紙様式２）による。

Ｂ．協議書の添付書類

① 撤去等を行う公共桝の現況平面図・断面図

② 撤去等の計画図

Ⅰ．造成計画図

Ⅱ．平面図・断面図

Ⅲ．公共桝撤去等後を表す図面

  Ｃ．公共桝撤去等後に、土地の分割や利用形態の変更等により改めて公共桝の必要が生じた

   場合、その設置に係る費用は原因者負担とする。

  Ｄ．排水設備等設置確認申請に当たっては、上記による協議書を添付するとともにその内容

   を工事調書に記載すること。

   （完成届の工事調書も同様とする。）

３．公共桝内インバート築造

Ａ．排水設備側の掘削深を浅くするため、あるいは公共桝内のインバート打設を簡単にす

  るため、またはその他の理由で「横抜き公共桝」を【図－５】に示すような「底抜き」

  への改良は認めない｡

Ｂ．汚水の円滑な流下を図るため、流入管底と取付管管底はインバートによりすりつける。

   落差が生ずる場合のインバート築造は次によること。

① インバートによりすりつける場合の流入管底と取付管管底との落差は、２５０㎜ま

でとする。

  ２５０㎜以上の落差が生ずる場合は、上流側にドロップ桝を設置し落差を解消する

こと。
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② ２５０㎜以内の落差でもインバートによるすりつけが難しい場合は、【図－６】に示

すように流入管底とインバート底面間に１００㎜以内の段差を設けてもよい。

③ 上記②による場合、汚水の跳躍が伴うので「飛散」「汚物の堆積」がないよう十分に

留意する｡

④ 安易な落差処理のため、公共桝周辺に汚水桝を多数設置するようなことのないよう

事前の調査・設計に努めること。

  【図－５ 不適当な公共桝内インバート築造】

   【図－６ 公共桝内インバート築造施工例】
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別紙様式２

公 共 桝 撤 去 等 に 係 る 協 議 書

平成  年  月  日

利府町長         殿

  今般私の所有する土地に設置されている利府町公共下水道排水施設（公共汚水桝）

を、下記により撤去等を行いたいので別紙関係図面を添えて協議します。

  なお、将来当方に起因する理由で再設置等の事態が生じた場合に伴う費用は、原因者

負担にて行うことを確約します。

  

申 請 者

住   所

氏   名                      印

工事施工者

住   所

氏名又は名称                        印

撤去等が必要な具体的理由

撤  去  等  の  方  法   別 紙 図 面 参 照

工   事   の   期   間 平成  年  月  日～平成  年  月  日

現 地 立 会 及 び        

完 了 検 査 状 況        

立  会  日 平成  年  月  日

完 了 検 査 日       平成  年  月  日

浸入水防止対策
□ 良好

□ 不適（              ）
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排水設備等工事が完成した場合は､完成した日から５日以内に「工事完了届」を提出し､完了

検査を受けなければならない。

  なお、検査の受検に当たっては次の事項に留意し、円滑な検査ができるように体制を整備す

ること。

§１．完了検査の受検体制について

１．完了検査は原則として、使用開始前に受検するよう努めること。（事情により使用開始後

に受検する場合は､現場の点検・清掃を実施する｡）

２．工事依頼者に、完了検査の目的・検査日は宅地内に立ち入ること並びに必要に応じた検

査立会い等、事前に周知し承諾を得て、くれぐれも無断立ち入りにならないように留意す

ること。

３．完了検査には作業員数名と資材を配置し簡易な手直しに直ちに対応する体制を整える。

４．完了検査には工事を監理監督した責任技術者が立ち会わなければならない。

５．検査準備物

① バケツ

② スコップ

③ ３０ｍテープ

④ コンベックス

⑤ 懐中電灯

⑥ 別紙検査日誌（事前に下水道課に提出）

§２．完了検査の内容等

完了検査においては、主に次の事項を確認する。

１．現地に適合した設計・施工を行っているか。

２．工事調書の記載事項と相違がないか。

３．桝深・管渠延長・桝設置位置・使用規格・構造等が設計基準に適合しているか。

４．排水管の曲がり・だるみ・排水の状況・滞留がないか。

５．管口・目地・インバートの形状と仕上げ状況。

６．汚水・雨水の誤接がないか。

§３．受検後の対応について

１．完了検査において指摘や手直しの指示があった場合は、速やかに対応しそれを原因とし   

た「遅滞物件」になることのないよう厳に注意すること。

２．工事調書の図面手直しについては、検査後３日以内に完了させること。
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  下水道管理者が管理する下水道排水施設の機能を維持するため、その保全に影響を及ぼす

恐れのある行為は、下水道法第２４条第１項及び利府町下水道条例第２１条の規定により物

件設置許可を受けなければならない。以下にその概要を示す。

§１．物件設置許可を伴う行為

１．排水施設の「開渠」である構造部分に

   固着・突出し・横断又は、縦断して施設又は工作物、その他の物件を設ける場合。

２．排水施設の「開渠」である構造部分にの地下に

   施設又は工作物、その他の物件を設ける場合。

３．排水施設の「暗渠」である構造部分に

   固着して排水施設を設ける場合。

   ただし、突出し・横断又は、縦断して施設又は工作物、その他の物件を設ける行為は

  原則として禁止。

★ 公共下水道に「排水設備を固着して設ける場合」は上記１及び、３の規定から除外さ

れている。

§２．許可申請の事務手続き

１．申請手続き

  Ａ．許可を伴う行為を行おうとする場合は、現地の状況・固着等を行う既存公共下水道排水

  施設の構造等を十分に調査し上下水道課工務班と事前協議を行うこと。

  Ｂ．申請書は「物件設置（変更）許可申請書」（条例様式第２１号）とする。

  Ｃ．固着等を行う場合で道路管理者からの占用許可を要するときは、本許可申請による「物

   件設置（占用）許可書」（条例様式第２３号）の交付を受けた後に行うこと。

  Ｄ．固着等を行う施設又は工作物、その他の物件は完了検査後に利府町に帰属することを原

   則とする。

２．添付書類

   物件設置（変更）許可申請書には、次の書類を添付する。

  Ａ．固着等を行う施設又は工作物、その他の物件の施工箇所を示す位置図

  Ｂ．施設計画平面図．横断図．縦断図．断面図．施設構造図．施工標準図．土工標準図等

  Ｃ．固着等を行う施設又は工作物、その他の物件の帰属書（別紙様式３）

  Ｄ．使用資材一覧表（別紙様式４）

  Ｅ．その他指示された書類
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§３．工事の着手及び施工管理

１．物件設置工事着手届の提出

   工事に着手する場合は､下水道管理者に「物件設置工事着手届」（別紙様式５）を提出し細

  部の打合わせを行うこと｡

   また、工事施工中、既存公共下水道排水施設に固着等（削孔．支管取付等）を行う場合は

  上下水道課工務班職員の立会を求め、施工の確認や指示を受けること。

２．工事写真管理

工事写真は次により分類し､その区分ごとに撮影の目的に合致した撮影に努め、写真帳に

  記述を添えて簡潔にまとめる。

工   種 細   別 写 真 管 理 の 内 容 等           備     考

着 工 前

完   成

Ⅰ．工事区間全体の状況把握

Ⅱ．起点・終点にポールか旗を設置Ⅲ．

撮影は箇所及び方向を同一にし、

工事前後が対比できるようにする

各スパン毎に

着工前．後各１部

材 料 検 収
  使用材料の規格・数量・形状・寸法

が判別できるよう黒板に記載
使用材料毎

管 布 設 工

土   工

Ⅰ．掘削状況

Ⅱ．床均しの状況

Ⅲ．山砂埋戻の状況

ⅰ 管頂30㎝埋戻状況

ⅱ タンパ転圧状況

ⅲ 埋戻出来形の検測

本管布設工

Ⅰ．砂基礎敷均し・転圧状況

Ⅱ．砂基礎出来形検測

Ⅲ．管布設状況（管渠内状況含む）

Ⅳ．管布設出来形検測

管本数・使用資材

が判別できるように

№ 種別 延長等ペイ

ントする
取付管布設工

Ⅰ．砂基礎敷均し・転圧状況

Ⅱ．砂基礎出来形検測

Ⅲ．取付管布設状況

ⅰ 支管取付の場合は、本管削孔

  状況及び支管接合状況

ⅱ 人孔取付の場合は、次による

・躯体削孔状況

・管口巻立状況．出来形検測

・インバート改良状況

Ⅳ．管布設出来形検測

マンホール設

置工

Ⅰ．掘削状況

Ⅱ．床付けの状況．出来形検測

Ⅲ．基礎砕石の出来形検測

人孔設置数が複数

の場合は、各スパン

１箇所
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工   種 細   別 写 真 管 理 の 内 容 等           備     考

マンホール設

置工

Ⅳ．底版・躯体・斜壁・調整リング

の据付状況

Ⅴ．人孔鉄蓋据付及び道路盤すり付

け状況

Ⅵ．インバート仕上げ状況

人孔設置数が複数

の場合は、各スパン

１箇所

Ⅵは全箇所

汚水桝設置工

Ⅰ．床堀状況

Ⅱ．基礎砕石の出来形検測

Ⅲ．桝設置状況及び、設置位置検測

Ⅳ．取付管の固着（管口仕上げ・巻

立て状況）

Ⅴ．インバート仕上げ状況

付 帯 工

Ⅰ．舗装版切断・取壊し状況

Ⅱ．路盤転圧状況・出来形検測

Ⅲ．乳剤散布・ＡＳ敷均し転圧状況Ⅳ．

復旧出来形

各スパン１箇所

§４．物件設置工事完成届の提出と完成検査

工事完成後は速やかに完成届（別紙様式６）を提出し、完成検査を受けなければな

  らない。

   完成届の添付書類

    Ａ．出来形管理図（平面図．横断図．縦断図．構造図等）

    Ｂ．使用した資材の一覧表

    Ｃ．工事写真

    Ｄ．下記のもので必要と認める書類

① 公共下水道台帳調書

② 公共下水道台帳施設平面図（１：５００  １：1,000  ＡＰカード）
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条例様式：様式第２１号

物 件 設 置 （ 変 更 ） 許 可 申 請 書

平成  年  月  日

利府町長          殿

利府町下水道条例第２１条の規定により、関係図面を添えて申請します。

申 請 者

住   所

氏名・名称                    印 （℡     ）

受 任 者

住   所

氏名・名称                    印 （℡     ）

物 件 の 設 置 場 所           利府町

物 件 の 設 置 目 的           

又 は 、 変 更 の 理 由           

（具体的に記述）

物 件 の 名 称           

及 び 構 造 等           

１．名   称

２．構 造 等    別添図面のとおり

３．使用材料        別添使用材料一覧表のとおり

物 件 の 設 置 期 間           
  許可のあった日  から  永年

               平成  年  月  日

変 更 前 の 許 可 日 等             平成  年  月  日付け  利上下第     号

添 付 書 類           

１．施設又は工作物、その他の物件の施工場所を示す位置図

２．設置する物件の配置及び構造図等

３．使用材料一覧表

４．設置する物件の帰属書

５．その他指示された書類
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別紙様式３

平成  年  月  日

利府町長          殿

                    住   所                 

               申 請 者

                    氏名・名称                 印

物 件 の 帰 属 に つ い て

  今般、利府町                             に設置する

下水道施設・工作物・その他の物件（下水道法第１０条第１項で規定する排水設備を除く）

については、貴町による完了検査の合格後に貴町公共下水道排水施設として帰属することを

本書をもって確約します。
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別紙様式４

使  用  資  材  一  覧  表

資  材  名 形 状・寸 法 単位 使用数量 製造社名等

直

管

ゴム輪受口      
口径  ㎜・VU・UP

本

本/4m

口径  ㎜・VU・UP 本/4m

接 着 受 口
口径  ㎜・VU・UP 本/4m

口径  ㎜・VU・UP 本/4m

プレーンエン

ド管

口径  ㎜・VU・UP
ｍ

ｍ

口径  ㎜・VU・UP ｍ

カ  ラ  ー
㎜ ゴム輪・接着

個
個

㎜ ゴム輪・接着 個

90° 支 管 ＨＰ・ＶＵ  用 個 個

曲     管
°（ゴム輪・接着）

個
個

°（ゴム輪・接着） 個

マンホール継手
上流用（口径   ㎜）

本
本

下流用（口径   ㎜） 本

桝  短  管 口径 150㎜ 本 本

汚  水  桝
内径  ㎜・Ｈ＝

組
組

内径  ㎜・Ｈ＝ 組
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条例様式：様式第２３号

        物 件 設 置       

（ 変    更 ） 許  可  書

申

請

者

住         所

氏名又は 名 称

設置（占 用）場所 利府町

設置（占 用）期間 許 可 日  から  永 年

指 示 事 項

１．本許可は、別紙条件を付し許可する。

２．工事施工にあたっては、利府町下水道条例・その他

  関係法令を遵守すること。

３．利府町が管理する既存排水施設に固着等を行う場合

は、その都度職員の立合いを求めること。

４．完成検査合格後、帰属する下水道施設・工作物・そ

の他の物件等については、利府町指定の竣工図・関係

書類を提出すること。

占 用 料 金 ―――― 円

利府町（上下）指令第    号

平成    年  月  日付けで申請のあった物件設置（変更）については、上記

のとおり許可します。

          平成  年  月  日

              利府町公共下水道管理者

                利府町長  
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（参考様式）

別       紙       条       件

１．町道の占用が伴う場合

   本許可の工事施工にあたり、町道の占用が伴う場合は道路法（昭和２７年法律第１８０号）

  第３２条第１項の規定により、本許可書の写しを添えて「道路占用許可申請書」を道路管理

  者に提出し、許可を得ること。

２．県道の占用が伴う場合

   上記１による道路占用許可申請及び、付帯する諸事務手続きは利府町公共下水道管理者が

  行うので細部打ち合わせを行うこと。

３．工事の着手にあたっては、事前に利府町公共下水道管理者あてに「着工届」を提出し、細

  部打ち合わせのうえ工事着手すること。

   【添付書類】

     道路交通法（昭和３５年法律第１０５号）第７７条１項の規定に基づく道路

     使用許可証の写し

４．工事期間中は、工事責任者を常駐させること。

５．物件設置工事により又は起因して、公共下水道排水施設又は第三者に損害を与えた場合

  には申請者の負担をもって原形復旧・損害の賠償を負うこと。

６．工事期間は最小限にとどめ、かつ期間を厳守すること。

７．工事期間中は、一般交通に支障を与えることのないよう特に注意するとともに、危険防

  止のため「工事標識板」「柵」「その他防護設備」を施し、通過車輌及び歩行者を安全に誘導

  すること。

８．工事施工中に次に該当する事態が生じた場合は「物件設置許可変更申請書」を提出する

こと。

   １） 許可申請書に記載した事項を変更しようとする場合

２） 着工届に記載した工期を超えて工事を行う場合

９．工事が完了した場合は、直ちに利府町公共下水道管理者に「完成届」を提出し、職員の

完了検査を受けること。

      

１０．特記事項
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別紙様式５

平成  年  月  日

  利府町長         殿

                    住   所                 

               申 請 者

                    氏名・名称                 印

物 件 設 置 工 事 着 工 届

  このことについて、下記のとおり着工したいので届け出ます。

記

  １．物件設置許可年月日   平成  年  月  日  利府町（上下）指令第   号

  ２．工   事   名

  ３．物 件 の 設 置 場 所            利府町

  ４．工       期   着 工   平成  年  月  日

                竣 工   平成  年  月  日

  ５．添 付 書 類            道路交通法第７７条１項の規定に基づく道路使用

                許可書の写し
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別紙様式６

平成  年  月  日

  利府町長         殿

                    住   所                 

               申 請 者

                    氏名・名称                 印

                         ℡    （   ）

物件設置工事の完成について

  平成  年  月  日付け利府町（上下）指令第    号で許可のあった、物件設置許

可に係る下水道排水施設工事が完成したので次により届け出ます。

工    事    名

物 件 の 設 置 場 所          利府町

受 任 者

住  所

氏名・名称                    印 （℡     ）

設置した物件の内容          

及 び 、 構 造 等          

路 線 延 長        ：L＝     ｍ

管 渠 延 長        ：L＝     ｍ

管 布 設 工        ：管種    内径    ㎜

マンホール設置工：   号人孔      箇所

取 付 管 布 設 工        ：管種    内径    ㎜

汚 水 桝 設 置 工        ：円形汚水桝 内径     ㎜    箇所

その他別紙のとおり

工 事 の 期 間          平成  年  月  日から平成  年  月  日まで

工 事 費                           円

施 設 の 帰 属 等          

１．帰属日は、貴町による完了検査の翌日とする。

２．帰属施設は本届出書記載のとおり。

３．帰属に伴う成果品は、指示された書類。
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（参考様式）

物 件 設 置 検 査 済 書

設  置  場  所 利府町

設 置 者

住    所

氏名（名称）

物件設置許可年月日           

及 び 許 可 番 号           
平成  年  月  日  利府町（上下）指令第  号

上記の物件設置は、検査に合格したことを認めます｡

  平成  年  月  日

           利府町公共下水道管理者

              利府町長
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第６章 除 害 施 設 に つ い て
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§１．下水道と事業場排水

  工場・事業場は製造、加工等の事業活動に伴って不用となった排水（洗浄水・冷却水等）を

排出する。

    これらの中には、当然製造工程で使用した原材料・消耗資材・中間での生成物等が混入して

おり、そのまま下水道に排除された場合には下水道施設の損傷や機能の低下あるいは、下水処

理場の処理機能を阻害し処理場放流水の水質悪化を招くことになる。

  

  このことから下水道法では、事業場排水に対し「除害施設設置の義務」を課し、排水の水質

が基準に適合しない場合は「下水の排除停止」「直罰」などの水質規制を設けている。

    その水質規制は、目的により大きく分けて次の２点に要約される。

１．『下水道施設を保護するため』の水質基準

  下水道の管渠やポンプ施設等の下水道施設自体の機能を守り、損傷を防止することを目的に

下水道法第１２条で設定基準を定めており、利府町下水道条例第１２条で具体的な排除基準を

規定している。

    この基準に適合しない汚水を排除する工場・事業場は、「除害施設」の設置義務が生ずると

ともに、この基準値を超える下水を排除することはできないことになる。

  【表－９ 除害施設の設置義務が生ずる物質の項目・基準】

                           （利府町下水道条例第１２条）   

項     目 基     準 下 水 道 施 設 に 与 え る 影 響

温      度 ４５°以上であるもの
管渠清掃の妨害

有機物分解の促進化とガスの発生

水 素 イ オ ン 濃 度                  指数５以下・９以上
他排水との混合により有害ガスを発生

金属・ｺﾝｸﾘｰﾄ等の腐食や生物処理の阻害

ノルマルヘキサン                  

抽 出 物 質 含 有 量                  

鉱物性油分 ５㎎以上

動植物性油分30㎎以上

管渠閉塞の促進・火災、爆発等の誘発

生物処理の阻害や停止

よ う 素 消 費 量                  ２２０㎎を超えるもの
管渠内の酸素欠乏促進

硫化水素ガスの発生促進

  ２．『終末処理場からの放流水の水質を確保するため』の水質基準

    水質汚濁防止法では、下水道終末処理場もいわゆる「特定事業場」として規定し、放流され

る処理水は当然水質規制の対象となる。

    これにより、下水道終末処理場からの放流水の水質を確保するため、処理困難な物質や一定

量以上の物質等の流入を規制するため、前記１と同様に下水道法及び利府町下水道条例で次の

ような水質規制を行っている。

  

    Ａ．特定事業場に係る下水の排除制限（下水道法第１２条の２等）



〓第６章 除害施設について〓

－41－

     

   ① 終末処理場で「処理困難な物質」の排除制限

     ⅰ  人の健康被害に係る物質（健康項目）・・・・排除量に係わらず直ちに罰則適用

        ⅱ  環境７項目（ﾌｪﾉｰﾙ類・銅・亜鉛・鉄・ﾏﾝｶﾞﾝ・全ｸﾛﾑ・ふっ素化合物）

            平均的排除量１０ｍ3／日以上については直罰適用及び基準に適合しない下水の

      排除を制限

                                 

      ② 終末処理場で「処理可能な物質」の排除制限

         処理可能な物質（ＢＯＤ・ＳＳ・Ｎ－ｈｅｘ・ＰＨ）については、平均的排除量５０

    ｍ3／日以上の特定事業場のみが、直罰制度を適用される。

  Ｂ．除害施設の設置義務に係る水質規制（下水道法第１２条の１０等）

        前記Ａ及びＢに該当しない特定事業場や、一般の工場・事業場（非特定事業場）で一定

   の基準を超える下水を排除する場合には、除害施設の設置義務が生ずる。

  下水道排除基準及び除害施設の設置基準を【表－１０】に示す。
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  【表－１０ 下水道排除基準及び除害施設の設置基準】                               

                                                                                     

対 象 物 質・ 項  目

排 除

基 準

㎎/L

  特 定 事 業 場 非 特 定 事 業 場

50ｍ3/日

以  上

10～50

ｍ3／日

10ｍ3/日

未  満

10ｍ3/日

以  上

10ｍ3/日

未  満

有

害

物

質

カドニウム 0.1

直罰適用 直罰適用 直罰適用
除害施設

設置義務

除害施設

設置義務

全シアン 1

有機燐化合物 1

鉛 0.1

六価クロム 0.5

砒素 0.1

総水銀 0.005

アルキル水銀 不検出

Ｐ Ｃ Ｂ 0.003

トリクロロエチレン 0.3

テトレクロロエチレン 0.1

ジクロロメタン 0.2

四塩化炭素 0.02

1,2-ジクロロエタン 0.04

1,1-ジクロロエチレン 0.2

シス-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ 0.4

1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 3

1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ 0.06

セレン 0.1

環

境

項

目

等

総クロム 2

直罰適用 直罰適用
除害施設

設置義務

除害施設

設置義務

除害施設

設置義務

銅 3

亜  鉛 5

フェノール 5

鉄 10

マンガン 10

ほう素及びその化合物 10

ふっ素及びその化合物 8

アンモニア性窒素等 380

生物化学的酸素要求量（BOD） 600

直罰適用
除害施設

設置義務

★

除害施設

設置義務

除害施設

設置義務

★

除害施設

設置義務

浮遊物質（SS） 600

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽

出物質含有量

鉱物油 5

動植物油 30

水素イオン濃度（PH） 5～9

温   度 45℃ 除害施設

設置義務よう素消費量 220

   ◆ 注 意  ◆

１． 一日当たりの平均的な汚水量が１０ｍ3以上の「製造業」及び「ガス供給業」は

  次の排除基準を適用する。

            Ⅰ．ＢＯＤ      ６００→３００㎎／L

            Ⅱ．Ｓ Ｓ      ６００→３００㎎／L



〓第６章 除害施設について〓

－43－

            Ⅲ．ＰＨ      ５～９→５．７～８．７

            Ⅳ．温 度      ４５℃→４０℃

            

２． 表－１０中、「★印のついた除害施設設置義務」は、一日当たりの平均的な汚水

  量が１０ｍ3未満でかつ、排出する汚水が次の項目のみの場合は、これを適用しな

  い。

            Ⅰ．ＰＨ → ５を超える水素指数

            Ⅱ．ノルマルヘキサン抽出物質含有量（鉱物油）→５㎎／L以下

§２．除害施設の設置に関する手続き等

公共下水道が使用できる地域で工場・事業場の生産活動に伴う排水の排水設備工事等の依頼

があった場合は、水質管理について次により「事業排水の水質管理協議書」（別紙様式７）を

作成し、除害施 設を設けるかその他の対応を講ずるか検討を行うこと。

    ただし、物品販売業・倉庫業・その他事業系排水が伴わない場合（事務所等いわゆる生活系

排水のみ）は協議を必要としない。

１．水質管理協議の時期

   水質管理協議は次のうち、最も早い時点で行うこと。

   Ａ．建築確認申請書を提出する時点

      Ｂ．特定施設の設置届・構造等変更届又は、使用届を提出する時点

      Ｃ．排水設備等確認申請書を提出する時点

  ２．協 議 フ ロ ー

                     有

                                                       無

  

３．協議書作成上の注意事項

      実際に協議を行う者は、施設の設置者・設計業者・建築業者あるいは排水設備等工事施工

  業者（指定工事店）であり、事前に適切な設置計画を行うために次の事項について十分な検

特定事業場の場合

非特定事業場の場合

水質管理協議

生産活動による事

業系排水の有無

特定施設設置

届の提出 排

水

設

備

等

確

認

申

請
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  討を行ってから協議をすること。

    Ａ．事業所の規模と将来計画

    Ｂ．事業系排水の発生に関する生産工程の把握

① 使用する原材料（上水を含む）

② 総排出量及び季節的・時間的変動（日平均排出量・日最大排出量）

    Ｃ．排水の統合や分離・回収の可能性の検討

  ４．事業系排水の種類と処理方法

      下水の処理を効率的に行うには排出される下水を分類し、含有される物質ごとにそれぞれ

  適合した処理をすることが重要になる。一般的な事業系排水の種類と処理方法は次のように

  なる。

                水洗便所排水     

                洗面・手洗水

                浴槽排水

                その他一般排水

                鉱 物 油 系     油脂分離槽

                 給油所等       その他の処理

                酸・ｱﾙｶﾘ系       油脂分離槽

                 洗濯業等       中和・その他の処理

                            グリーストラップ

                有  機  系     油脂分離槽

                                 食品製造加工業          化学・物理的処理

                業務用厨房等      生物処理

                            その他の処理

                無  機  系          化学処理

                機械金属加工業     生物処理

                                 ﾒｯｷ業 印刷業     その他の処理

                冷  却  水

                                   又は公共用水域

一般的な

生活系の排水

生産・加工工

程からの排水

工
場
・
事
業
場
か
ら
排
出
さ
れ
る
汚
水

 
 
 
 

公 
 
 
 

共 
 
 
 

下 
 
 
 

水 
 
 
 

道
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別紙様式７

                事業場排水の水質管理協議書

                                                       平成  年  月  日

    利府町公共下水道管理者

      利府町長             殿

                                    住  所                                         

                        協 議 者  氏  名

                                    （名称）                                    印   

                                            担当者名

                                            電話番号      （   ）

   事業系排水の伴う下記事業場について、次により公共下水道接続について協議します。

記

    １．協議対象事業場

設 置 箇 所 利府町

名   称

    ２．水質管理の方法等         別 紙 の と お り

    ３．参  考

建築確認申請書提出（予定）年月日 平成  年   月   日

特定事業場の場合は特定施設等設置

届の提出予定年月日
平成  年   月   日

排水設備等設置確認申請書の提出予

定年月日
平成  年   月   日



〓第６章 除害施設について〓

－46－

１．汚水を排出する施設と使用の方法

Ａ．施設名称と使用の方法

施 設 の 名 称 日当たり使用時間
季節的変動の

有無・概要

使用する原材料・薬品名

名称及び使用

目的
使用量

（１日当たり）

Ｂ．操業のフロー（添付書類：汚水を排出する施設の配置図）
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２．用水及び排水の系統

Ａ．用途別使用量

用途別の

施設名

用   水 排   水

使 用 量

(ｍ3/日)

使用時間

(hr／日)

用水の

種 類

排 水 量

(ｍ3/日)

排水時間

(hr／日)
放 流 先

Ｂ．用水及び排水のフロー（添付書類：排水系統図．排水計画図）



〓第６章 除害施設について〓

－48－

３．汚水処理の方法

Ａ．汚水処理の施設計画（添付書類：仕様書・設計計算書・構造図等）

処理施設の名称 形   式 構    造 処理能力（ｍ3／日）

Ｂ．汚水処理施設からの残さ処理計画

      

発生場所

生 成 量

残さ処理の

方   法

区 分

残さの種類
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４．汚水の排出量とその水質

                                     Ａ：日平均値  Ｂ：日最大値  

          排出区分

量・水質

事業活動から排出される

汚水（原水）

汚水処理施設から排出さ

  れる処理水（放流水）

排 水 量

（ｍ3／日）

Ａ

Ｂ

排

出

さ

れ

る

汚

水

の

水

質

水素イオン

濃度（PH）

Ａ

Ｂ

生物化学的酸素

要求量(BOD)

Ａ

Ｂ

化学的酸素要

求量(COD)

Ａ

Ｂ

浮遊物質

（SS）

Ａ

Ｂ

ﾉﾙﾏﾙﾍｷｻﾝ抽出物質

含有量

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ

Ａ

Ｂ
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５．汚水処理施設の管理責任者                    

所 属 部 署 名 責 任 者 の 氏 名

役職：

６．汚水処理施設設置工事の着手予定等

工事着手予定年月日 平成   年  月  日

工事完成予定年月日 平成   年    月  日

使用開始予定年月日 平成    年    月  日
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参   考   資   料
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◇ 用語の定義  ◇

  

  下  水

  「下水」とは、下水道法第２条で次のように定義されている。

      １．生活もしくは、事業に起因・付随する廃水

        ２．雨 水

            で、市街地に発生する「全ての不用な水」をいう。

   これを図にまとめると次のようになる。

排水設備の設置義務者                                              ・

      公共下水道が供用開始された場合には、該当する区域内の土地の下水を利府町公共下水

  道に流入させるために「遅滞なく」排水設備を設置しなければならない。（利用の強制）

      この場合の設置しなければならない者（設置義務者）とは、次のように規定されている。

        ① 建築物の敷地である土地 →   建築物の所有者

                                          注）建築物の敷地である土地とは、建築確認

                       申請の時その対象となった土地等、建築物

                       と一体となった土地

汚   水

・し尿を含んだ排水

・雑 排 水

・工場．事業場排水

・湧   水

① 水洗便所の排水

② 厨房．風呂．洗面．洗濯の

排水

③ 工場や事業場の生産活動

に伴う排水

④ 冷却水

⑤ プール排水

⑥ 地下構造物からの湧水

⑦ その他雨水以外の排水

下  水

雨   水
自然現象に起因する

もの

① 雨 水

② 地下水（地表に流れ出る湧

水を含む）

③ 雪解け水

④ その他の自然水
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        ② 建築物の敷地でない土地 →    土地の所有者

        ③  道路・その他公共施設の敷地（土地）→施設の管理者

                       注）この場合、施設管理者がその土地の所有

                        者ではなくとも設置の義務者である。

＊ 遅滞なくとは、

  「事情の許す限り最も速やかに」とされており、具体的に利府町下水道条例第３条

で「供用開始の日から３カ月以内」と規定している。

          ただし汲取り式便所については、下水道法第１１条の３の規定により、３年以内に公

    共下水道に接続された水洗便所に改造するように義務づけられている。

          なお、「し尿浄化槽を利用した水洗便所」は、下水道法上の水洗便所とは言えず、こ

    こでいう３年以内には該当しない。したがって「遅滞なく」（利府町下水道条例により

    ３カ月以内）公共下水道に流入させなければならない。

  排水設備の改築・修繕の義務者

  排水設備の設置義務者同様、その改築及び修繕についても義務者が規定されている。

  （下水道法第１０条第１項第２号）

   

      「改築及び修繕の義務者」は、必ずしも施設を設置した者とは限らない。規定では排水

  設備を「設置すべき者」がその後の改築や修繕を行うべき者としている。

   これは排水設備を設置した後に、「土地所有者」「使用者」等が変更される場合があるこ

  とを考慮したもので、改築及び修繕を行わなければならないのは設置者ではなく、その段階

  でその土地について設置義務者になる関係にある者である。

       このことが逆に、前述に示したように設置義務者を特定する場合には「敷地（土地）」

を原則とさせていることになる。

      また、施設の清掃・その他の維持管理はその土地の占有者が行うものとしている。

  利府町公共下水道

    本町の下水道は、利府町内の下水排除を目的に設けられる「管渠等の排水施設」「排水施

  設を補完するポンプ施設等の施設」で構成され、宮城県仙塩流域下水道に接続・排除するい

  わゆる「流域関連公共下水道」で、利府町長が管理（設置・改築・修繕・維持等）するもの

  である 。
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